
対象仲介サービス事業者が

手数料の一部を最大 万円支援します！

スポットワーク仲介サービス
にかかる手数料
※雇用契約を締結した者の就業場所が北九州市内であること

補助対象経費補助対象経費

補助対象経費 スポットワーク仲介サービス
にかかる手数料
※雇用契約を締結した者の就業場所が北九州市内であること

対象事業者 北九州市内に事業所を有する事業者

※要綱で定める中小企業等であること 等

補助率 １／２ 最大３０万円/社補助限度額

募集期間 令和７年５月１5日（木）９時から
令和７年１２月12日（金）17時
※予算上限に達し次第、募集を締め切ります

※申請方法等の詳細は、北九州市ホームページで必ずご確認下さい ⇒
（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09801348_00001.html）

お問合せ ➤ 事務局 アソウ・ヒューマニーセンター北九州支店
TEL：093-541-1700

(所管) 北九州市産業経済局雇用・産業人材政策課 TEL：093-582-2419

対象仲介
サービス

補助金交付までの流れ

北九州市へ
交付申請書等を提出
※交付決定には審査有

スポットワーク
仲介サービス利用

（７月１日～１２月３１日）

実績報告書等
を提出

※実績報告には審査有

北九州市から
交付確定通知書受理・

補助金受領

対象仲介サービス事業者が３社から５社に！

手数料の一部を最大３０万円支援します！

スポットワーク
人材確保補助金

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/09801348_00001.html

